
＜申請者全員が必要な書類・申請＞

⓪

①

②

＜生活保護（生業扶助）受給世帯の方が提出する証明書＞

③

＜住民税所得割の合計額が182,500円未満の世帯の方が提出する証明書＞

⑤

※家計急変による申請は申請書類が異なりますので、個別にご相談ください。

「奨学のための給付金（早期給付）」提出書類一覧

オンラインでの申請　（次のページをご覧ください）

通帳等の写し　※振込先の金融機関名・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ

住民票の写し（コピーは使えません）
・「令和8年4月1日以降発行」で、保護者に係る住民となった日が「令和8年4月1日以前」であること
・「生徒本人の本籍」と「保護者の住所」両方が漏れなく記載されているものをご提出ください。

支払金口座振替依頼書（経営企画室窓口又は小平西高校ホームページで入手できます。）

生活保護受給証明書
 ・「生業扶助受給」の記載があるものを提出してください。
 ・「令和8年4月1日以降発行」で、保護者に係る受給開始日が「令和8年4月1日以前」であること。

④

税
額
確
認
書
類

いずれかを保護者全員分

・令和７年度住民税（非）課税証明書

・令和７年度特別徴収徴収税額通知書（勤務先以外からの収入がない場合）

・令和７年度住民税納税通知書


